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筰

精
神
障
害
者
地
域
活
動

支
援
セ
ン
タ
ー
あ
け
ぼ
の
 

■
■
精
神
に
障
害
の
あ
る
方

が
地
域
で
生
活
す
る
上
で
生

じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ

い
て
、
共
に
考
え
、
必
要
な

援
助
を
行
い
ま
す
。
 

　
精
神
障
害
者
地
域
活
動
支

援
セ
ン
タ
ー
あ
け
ぼ
の
　
八

潮
市
鶴
ヶ
曽
根
1
1
3
0
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筱

埼
葛
南
障
害
児
（
者
）

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
 

■
■
身
体
障
害
児
・
重
症
心

身
障
害
児（
者
）、
知
的
障
害

児（
者
）の
地
域
で
の
生
活
を

支
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

相
談
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

内
容
に
よ
っ
て
は
専
門
ス
タ

ッ
フ〔（
医
師
・
看
護
師
・
訓

練
士（
理
学
・
作
業
・
言
語
）〕

の
対
応
も
あ
り
ま
す
。
 

　
埼
葛
南
障
害
児
（
者
）
療

育
支
援
セ
ン
タ
ー
　
越
谷
市

越
ヶ
谷
4
│
1
│
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越
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市
中
央
市
民
会
館
４
階
第
５

相
談
室
 

蕁
・
薨
960
・
7
3
4
1
 

　
 

筬
福
祉
作
業
所
 

■
市
内
在
住
の
15
歳
以
上
の

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
で
、

自
宅
か
ら
通
所
が
で
き
、
作

業
お
よ
び
集
団
生
活
が
可
能

と
思
わ
れ
る
方
 

■
在
宅
の
心
身
障
害
者
の
方

に
作
業
を
通
じ
て
自
立
へ
の

援
助
を
図
り
、
社
会
参
加
へ

の
自
信
を
深
め
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
市

内
に
は
、「
や
ま
び
こ
福
祉

作
業
所
」「
わ
か
く
さ
福
祉

作
業
所
」「
虹
の
家
」「
工
房

森
の
こ
か
げ
」
が
あ
り
ま
す
。
 

　
 

筮
障
害
児
（
者
）
生
活
サ
ポ

ー
ト
事
業
 

■
■
市
に
登
録
し
た
団
体
が
、

在
宅
の
障
害
児
（
者
）
ま
た

は
家
族
の
必
要
に
応
じ
て
身

近
な
場
所
で
一
時
預
か
り
や

送
迎
（
自
宅
等
と
預
か
り
場

所
の
一
定
区
間
の
送
迎
サ
ー

ビ
ス
）
を
行
い
ま
す
。
年
間

150
時
間
以
内
（
年
度
途
中
の

登
録
は
月
数
×
12
・
5
時
間

の
間
）
の
利
用
が
で
き
、
利

用
料
は
１
時
間
当
た
り
700
円

で
す
（
18
歳
未
満
の
場
合
は

保
護
者
の
前
年
所
得
に
応
じ

た
負
担
額
）。
 

　
現
在
、「
八
潮
市
手
を
つ

な
ぐ
親
の
会
（
一
時
預
か
り
・

送
迎
を
実
施
）」「
と
も
に
す

て
っ
ぷ
（
一
時
預
か
り
を
実

施
）（
草
加
市
内
）
」
が
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
 

※
利
用
者
登
録
は
、
障
害
福

祉
課
で
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
 

　
 

箝
ふ
れ
あ
い
療
育
相
談
 

■
特
別
支
援
学
校
（
養
護
学

校
）
ま
た
は
特
別
支
援
学
級

に
通
っ
て
い
る
小
学
１
年
生

か
ら
小
学
３
年
生
ま
で
の
児

童
と
そ
の
保
護
者
 

■
専
門
的
知
識
を
有
す
る
人

（
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法

士
・
言
語
聴
覚
士
・
保
育
士
）

に
よ
る
児
童
へ
の
グ
ル
ー
プ

学
習
や
保
護
者
の
個
別
相
談
、

保
護
者
同
士
の
交
流
や
情
報

交
換
な
ど
を
行
い
ま
す
。
 

参
加
方
法
…
利
用
登
録
が
必

要
で
す
。
 

※
簡
単
な
状
況
調
査
お
よ
び

個
別
面
談
を
実
施
し
ま
す
。
 

　
 

箘
職
親
制
度
 

■
知
的
障
害
者
を
一
定
期
間

登
録
さ
れ
た
職
親
に
預
け
、

技
能
習
得
や
生
活
指
導
を
行

い
ま
す
。
 

箟
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手

当
 

■
市
内
に
居
住
す
る
障
害
者

（
児
）で
、
身
体
障
害
者
手

帳
が
１
、
２
級
、
療
育
手
帳

が
狢
、
Ａ
お
よ
び
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方

で
、
特
別
障
害
者
手
当
、
障

害
児
福
祉
手
当
等
を
受
け
て

い
な
い
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
施
設
に
入
所
し
て

い
る
方
は
除
き
ま
す
。
ま
た
、

受
給
者
が
住
民
税
を
課
さ
れ

て
い
る
方
は
支
給
が
停
止
さ

れ
ま
す
。 

■
月
額
5
0
0
0
円
を
毎
年

度
９
月
・
３
月
に
支
給
し
ま

す
。
 

　
 

箍
特
別
障
害
者
手
当
 

■
20
歳
以
上
で
あ
っ
て
精
神

ま
た
は
身
体
の
重
度
の
障
害

に
よ
り
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
特
別
の
介
護
を
要
す
る

状
態
に
あ
る
方
。
た
だ
し
、

施
設
に
入
所
中
の
方
お
よ
び

継
続
し
て
３
カ
月
を
超
え
て

病
院
等
に
入
院
し
て
い
る
方

は
除
き
ま
す
。 

■
月
額
２
万
６
４
４
０
円
を

年
４
回
（
２
月
、
５
月
、
８

月
、
11
月
）
支
給
し
ま
す
。
 

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
 

　
 

箜
障
害
児
福
祉
手
当
 

■
20
歳
未
満
で
あ
っ
て
日
常

生
活
に
極
度
に
制
限
の
あ
る

方
（
療
育
手
帳
狢
、
身
体
障

害
者
手
帳
１
級
お
よ
び
２
級

の
一
部
、
常
時
介
護
を
要
す

る
精
神
障
害
者
等
）
 

■
月
額
１
万
４
３
８
０
円
を

年
４
回
（
２
月
、
５
月
、
８

月
、
11
月
）
支
給
し
ま
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
 

　
 

箚
特
別
児
童
扶
養
手
当
 

■
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
20
歳
未
満
の
障
害
児
を
養

育
し
て
い
る
保
護
者
の
方
 

①
身
体
に
重
・
中
度
の
障
害

ま
た
は
長
期
に
わ
た
り
安
静

を
要
す
る
状
態
に
あ
る
方
 

滷
精
神
の
障
害
で
あ
っ
て
①

と
同
程
度
の
状
態
に
あ
る
方
 

澆
身
体
ま
た
は
精
神
の
障
害

が
重
複
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

①
ま
た
は
滷
と
同
程
度
の
方
 

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

施
設
に
入
所
し
て
い
る
方

は
該
当
し
ま
せ
ん
。
所
定

の
診
断
書
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。
 

■
１
級
／
月
額
５
万
７
５
０

円
、
２
級
／
月
額
３
万
３
８

０
０
円
 

 箋
児
童
扶
養
手
当
 

■
父
親
が
い
な
い
か
、
ま
た

は
父
親
に
一
定
の
障
害
が
あ

る
場
合
（
年
金
を
受
給
し
て

い
な
い
）
で
18
歳
未
満
（
一

定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
20

歳
未
満
）
の
子
ど
も
が
い
る

場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

■
支
給
額
は
要
件
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
の
で
子
育
て
支

援
課
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
 

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
 

　
 

箒
障
害
基
礎
年
金
 

■
国
民
年
金
法
で
定
め
る
障

害
の
程
度
が
１
級
ま
た
は
２

級（
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育

手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
の
程
度
と
は
異
な
り

ま
す
）
に
該
当
す
る
方
 

■
１
級
／
年
額
99
万
９
１
０

０
円
、
２
級
／
年
額
79
万
２

１
０
０
円
 

　
 

箏
特
別
障
害
給
付
金
 

■
①
平
成
３
年
３
月
以
前
に

国
民
年
金
任
意
加
入
対
象
者

で
あ
っ
た
学
生
 

滷
昭
和
61
年
３
月
以
前
に
国

民
年
金
任
意
加
入
対
象
者
で

あ
っ
た
被
用
者
年
金
制
度
等

の
配
偶
者
 

で
あ
っ
て
、
当
時
任
意
加
入

し
て
い
な
か
っ
た
期
間
内
に

初
診
日
（
障
害
の
原
因
と
な

る
傷
病
に
つ
い
て
初
め
て
医

師
ま
た
は
歯
科
医
師
の
診
療

を
受
け
た
日
）
が
あ
り
、
現

在
、
障
害
基
礎
年
金
１
級
、

２
級
相
当
の
障
害
に
該
当
す

る
方
。
た
だ
し
、
65
歳
に
達

す
る
日
の
前
日
ま
で
に
当
該

障
害
状
態
に
該
当
さ
れ
た
方

に
限
り
ま
す
。
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蕁
　
4
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4
2
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箋
は
子
育
て
支
援
課
児
童
給
付
係
 
蕁
　
2
0
9
 

箒
・
箏
は
国
民
年
金
課
国
民
年
金
係
 
蕁
　
2
1
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手
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・
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当
・
年
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